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(57)【要約】
【課題】本発明は、体液が吸引管路内に逆流した場合で
あっても適切に液体を回収できるうえ、製造コストの上
昇を抑えることができる医療装置を提供することを最も
主要な特徴とする。
【解決手段】バルーン制御装置１の吸引動作中に、バル
ーン２６が破れ、体液が給排チューブ２８内に逆流した
場合には、解除手段によって予め設定された所定時間（
例えば２０秒）経過後に、ポンプ３１が停止され、ボト
ル８９内への液体の吸引動作が解除される。これにより
、ボトル８９内への液体の回収量を所定の容量内に収め
るようにしている。そのため、体液が給排チューブ２８
内に逆流した場合であってもボトル８９内から体液が溢
れることがなく、ボトル８９内へ適切に液体を回収でき
るようにしたものである。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体の給排用の開口端が形成された医療器具と、
　一端側が前記医療器具の前記開口端に連通された流体給排用の管路と、
　前記管路を介して吸引を行うために圧力差を発生させる圧力源と、
　少なくとも前記医療器具の前記開口端からの吸引動作を指示する指示手段からの指示に
応じて、前記圧力源が発生する圧力差に基づき前記管路を通して前記開口端からの吸引動
作を制御する制御部と、
　前記管路に連通されるとともに、液体を貯留する予め設定された所定の容量を有し、前
記制御部の制御に基づく吸引動作に伴い前記管路内を移動する液体を回収する貯留手段と
、
　前記貯留手段内への前記液体の回収量を前記所定の容量内に収めるために、前記貯留手
段内への前記液体の吸引動作を解除する解除手段と、
　を具備することを特徴とする医療装置。
【請求項２】
　前記医療器具は、体腔内に挿入される挿入部を有し、
　前記挿入部は、前記圧力差に応じて膨張収縮するバルーンを備え、
　前記管路は、前記圧力源と前記バルーンとの間を連通することを特徴とする請求項１に
記載の医療装置。
【請求項３】
　前記解除手段は、予め設定された所定時間経過後に、前記圧力源を停止する手段と、前
記管路を遮断する手段と、前記管路の外部へリークする手段のうち少なくともいずれか１
つを有することを特徴とする請求項１に記載の医療装置。
【請求項４】
　前記貯留手段は、液体回収用のボトルであって、
　前記医療装置の本体は、前記ボトルを回動可能に保持するボトル保持部を有し、
　前記管路の移動に応じて前記ボトル保持部に対して前記ボトルが回動可能であることを
特徴とする請求項１に記載の医療装置。
【請求項５】
　前記ボトルは、前記所定時間内に回収される液体の液面に対して、前記管路と接続する
接続部の端面が所定距離離間した位置に配置されていることを特徴とする請求項４に記載
の医療装置。
【請求項６】
　前記管路は、前記医療器具の内部管路に接続された医療器具側管路と、前記圧力源に接
続された圧力源側管路とを有し、
　前記ボトルは、円筒状のボトル本体を有し、
　前記ボトル保持部は、前記ボトル本体の中心線が鉛直方向に立設される状態で前記ボト
ル本体を前記中心線の軸回り方向に回動可能に保持するＣ字状のボトルホルダを有し、
　前記ボトル本体は、上端面に前記圧力源側管路との接続部が配設され、外周面に前記医
療器具側管路との接続部が配設されていることを特徴とする請求項５に記載の医療装置。
【請求項７】
　前記医療装置の本体は、前記圧力源と、前記制御部とを収容するボックス状の外装ケー
スを有し、
　前記ケースは、前面に前記ボトルを収容する凹陥状のボトル収容凹部と、前記指示手段
の装着部と、前記圧力源側管路の引き出し部とを有し、
　前記Ｃ字状のボトルホルダは、前記ボトル収容凹部に装着されていることを特徴とする
請求項６に記載の医療装置。
【請求項８】
　前記ボトル本体は、前記圧力源側管路との接続部の内端部と、前記医療器具側管路との
接続部の内端部とがそれぞれ前記所定時間内に前記ボトル本体内に回収される液体の液面
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よりも上側に配置されていることを特徴とする請求項６に記載の医療装置。
【請求項９】
　前記医療器具は、内視鏡の挿入部と、前記内視鏡の挿入部に装着されるオーバーチュー
ブとを有し、
　前記バルーンは、前記オーバーチューブに装着されていることを特徴とする請求項２に
記載の医療装置。
【請求項１０】
　前記圧力源は、ポンプによって形成され、
　前記圧力源側管路は、少なくとも前記ポンプの吐出圧力を前記ボトル側に作用させる送
気流路と、前記ポンプの吸引圧力を前記ボトル側に作用させる吸引流路とを有し、
　前記制御部は、前記指示手段からの指示に応じて、前記送気流路と吸引流路とを切替え
る切替え手段を有することを特徴とする請求項６に記載の医療装置。
【請求項１１】
　前記指示手段は、少なくとも前記医療装置本体の前記ケースに固定された第１のコント
ローラと、前記医療装置本体に接続されたリモートコントローラである第２のコントロー
ラとを有することを特徴とする請求項７に記載の医療装置。
【請求項１２】
　前記指示手段は、前記医療装置本体に接続されたフットスイッチである第３のコントロ
ーラを有することを特徴とする請求項１１に記載の医療装置。
【請求項１３】
　前記圧力源側管路は、前記管路内の圧力が予め設定された設定圧力よりも小さい状態で
、バルブが閉じた状態で保持され、前記設定圧力よりも大きくなるとバルブが開くリリー
フバルブを有し、
　前記リリーフバルブは、前記圧力源側管路内における最も前記ボトル側に近い位置に配
置されていることを特徴とする請求項６に記載の医療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、体腔内への内視鏡の挿入を補助するための挿入具などの医療器具に
取付けたバルーンに空気を給排し、バルーンを膨張、収縮させる際に使用される圧力源が
内蔵された医療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、例えば、小腸のような体内の奥深い管腔臓器内に内視鏡の挿入部を挿入する際
には、挿入部の挿入を補助する挿入具が用いられる。特許文献１には、挿入具としてのオ
ーバーチューブが開示されている。このオーバーチューブには、内視鏡の挿入部が進退自
在に挿通される。オーバーチューブの先端部および内視鏡の挿入部の先端部にはそれぞれ
バルーンが装着されている。オーバーチューブの先端部のバルーンや、内視鏡の挿入部の
先端部のバルーンにはそれぞれ別々のエア供給チューブを介して空気が給排される。
【０００３】
　体内への挿入時には、オーバーチューブに挿入部を挿入した状態で、オーバーチューブ
と挿入部とを体腔内へと挿入する。続いて、オーバーチューブと挿入部とを交互に前進さ
せて、体腔の深部へと挿入していく。このとき、必要に応じて、バルーンへと空気を給排
し、バルーンを膨張させて体腔内面と係止させる動作と、バルーンを収縮させて体腔内面
との係止を解除する動作とが行われる。
【０００４】
　さらに、特許文献１には、エア供給吸引装置からバルーンへ空気を給排する管路の中途
部分に液溜め用タンクが接続されている。これにより、バルーンが破れ、体液が管路内に
逆流した場合にこの体液を液溜め用タンク内に溜めることにより、体液がエア供給吸引装
置に逆流することを阻止することができるようになっている。
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【０００５】
　また、特許文献２には、内視鏡の吸引管路内に体液等を回収するための吸引ボトルが配
設されている。ここでは、吸引ボトルの近傍に液面センサが設けられている。この液面セ
ンサにより吸引ボトルの内部の液面の高さを検知することにより、吸引ボトルの満水を検
知する検知手段が記載されている。
【特許文献１】特開２００４－３２９７２０
【特許文献２】特開２０００－３０５６２３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の装置では、バルーンに穴が開き、体液が逆流した場合に液溜め用タンク内
に体液を溜めることにより、体液がエア供給吸引装置に逆流することを阻止することがで
きる。しかしながら、吸引の連続動作時には、回収する液体が液溜め用タンクの容量を超
える場合があるため、吸引時には液溜め用タンクの容量を超える連続吸引が行われないよ
うに注意する必要があり、その操作が面倒である。
【０００７】
　特に、連続吸引の際には、比較的多量の液体を回収するケースがある。そのため、この
ような場合には、液溜め用タンクの容量を超える吸引を行ってしまう可能性があり、この
体液がエア供給吸引装置の吸引ポンプ側に逆流する可能性がある。
【０００８】
　特許文献２の装置では、吸引ボトルの近傍に液面センサなどの検知手段を設ける必要が
あるので、検知手段を設けた場合には装置全体の構成が複雑になり、高額になる可能性が
ある。
【０００９】
　本発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的は、体液が吸引管路内に逆流し
た場合であっても適切に液体を回収できるうえ、製造コストの上昇を抑えることができる
医療装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１の発明は、液体の給排用の開口端が形成された医療器具と、一端側が前記医療
器具の前記開口端に連通された流体給排用の管路と、前記管路を介して吸引を行うために
圧力差を発生させる圧力源と、少なくとも前記医療器具の前記開口端からの吸引動作を指
示する指示手段からの指示に応じて、前記圧力源が発生する圧力差に基づき前記管路を通
して前記開口端からの吸引動作を制御する制御部と、前記管路に連通されるとともに、液
体を貯留する予め設定された所定の容量を有し、前記制御部の制御に基づく吸引動作に伴
い前記管路内を移動する液体を回収する貯留手段と、前記貯留手段内への前記液体の回収
量を前記所定の容量内に収めるために、前記貯留手段内への前記液体の吸引動作を解除す
る解除手段と、を具備することを特徴とする医療装置である。　
　そして、本請求項１の発明では、制御部の制御に基づく吸引動作に伴い管路内を移動す
る液体を所定の容量を有する貯留手段に回収する際に、解除手段によって貯留手段内への
液体の吸引動作を解除することにより、貯留手段内への液体の回収量を所定の容量内に収
めるようにしたものである。
【００１１】
　請求項２の発明は、前記医療器具は、体腔内に挿入される挿入部を有し、前記挿入部は
、前記圧力差に応じて膨張収縮するバルーンを備え、前記管路は、前記圧力源と前記バル
ーンとの間を連通することを特徴とする請求項１に記載の医療装置である。　
　そして、本請求項２の発明では、圧力源とバルーンとの間を連通する管路を介して医療
器具の挿入部のバルーンに圧力差を伝達し、圧力差に応じてバルーンを膨張収縮するよう
にしたものである。
【００１２】
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　請求項３の発明は、前記解除手段は、予め設定された所定時間経過後に、前記圧力源を
停止する手段と、前記管路を遮断する手段と、前記管路の外部へリークする手段のうち少
なくともいずれか１つを有することを特徴とする請求項１に記載の医療装置である。　
　そして、本請求項３の発明では、解除手段の動作時には、予め設定された所定時間経過
後に、前記圧力源を停止する手段と、前記管路を遮断する手段と、前記管路の外部へリー
クする手段のうち少なくともいずれか１つを動作させるようにしたものである。
【００１３】
　請求項４の発明は、前記貯留手段は、液体回収用のボトルであって、前記医療装置の本
体は、前記ボトルを回動可能に保持するボトル保持部を有し、前記管路の移動に応じて前
記ボトル保持部に対して前記ボトルが回動可能であることを特徴とする請求項１に記載の
医療装置である。　
　そして、本請求項４の発明では、医療装置の本体のボトル保持部によって貯留手段の液
体回収用のボトルを回動可能に保持することにより、管路の移動に応じてボトル保持部に
対してボトルが回動できるようにして管路が邪魔にならないようにしたものである。
【００１４】
　請求項５の発明は、前記ボトルは、前記所定時間内に回収される液体の液面に対して、
前記管路と接続する接続部の端面が所定距離離間した位置に配置されていることを特徴と
する請求項４に記載の医療装置である。　
　そして、本請求項５の発明では、解除手段の動作時までに所定時間内にボトル内に回収
される液体の液面に対して、管路と接続する接続部の端面が所定距離離間した位置に配置
されることにより、ボトルを横に倒したり、ひっくり返してもボトル内に回収される液体
の液面に対して、管路と接続する接続部の端面が液体の液面から突出した状態になり、ボ
トル内に回収される液体が漏れないようにしたものである。
【００１５】
　請求項６の発明は、前記管路は、前記医療器具の内部管路に接続された医療器具側管路
と、前記圧力源に接続された圧力源側管路とを有し、前記ボトルは、円筒状のボトル本体
を有し、前記ボトル保持部は、前記ボトル本体の中心線が鉛直方向に立設される状態で前
記ボトル本体を前記中心線の軸回り方向に回動可能に保持するＣ字状のボトルホルダを有
し、前記ボトル本体は、上端面に前記圧力源側管路との接続部が配設され、外周面に前記
医療器具側管路との接続部が配設されていることを特徴とする請求項５に記載の医療装置
である。　
　そして、本請求項６の発明では、ボトル保持部のＣ字状のボトルホルダによって円筒状
のボトル本体を中心線の軸回り方向に回動可能に保持することにより、ボトル本体の外周
面の接続部に接続された医療器具側管路の移動に応じてボトル保持部に対してボトルが回
動できるようにして管路が邪魔にならないようにしたものである。
【００１６】
　請求項７の発明は、前記医療装置の本体は、前記圧力源と、前記制御部とを収容するボ
ックス状の外装ケースを有し、前記ケースは、前面に前記ボトルを収容する凹陥状のボト
ル収容凹部と、前記指示手段の装着部と、前記圧力源側管路の引き出し部とを有し、前記
Ｃ字状のボトルホルダは、前記ボトル収容凹部に装着されていることを特徴とする請求項
６に記載の医療装置である。　
　そして、本請求項７の発明では、医療装置の本体のボックス状の外装ケースの前面に凹
陥状のボトル収容凹部と、指示手段の装着部と、圧力源側管路の引き出し部とを設け、凹
陥状のボトル収容凹部にＣ字状のボトルホルダを装着し、ボトル収容凹部にボトルを収容
できるようにしたものである。
【００１７】
　請求項８の発明は、前記ボトル本体は、前記圧力源側管路との接続部の内端部と、前記
医療器具側管路との接続部の内端部とがそれぞれ前記所定時間内に前記ボトル本体内に回
収される液体の液面よりも上側に配置されていることを特徴とする請求項６に記載の医療
装置である。　
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　そして、本請求項８の発明では、解除手段の動作時までに所定時間内にボトル内に回収
される液体の液面に対して、圧力源側管路との接続部の内端部と、医療器具側管路との接
続部の内端部とがそれぞれボトル本体内に回収される液体の液面よりも上側に配置されて
いることにより、ボトル内に回収される液体が漏れないようにしたものである。
【００１８】
　請求項９の発明は、前記医療器具は、内視鏡の挿入部と、前記内視鏡の挿入部に装着さ
れるオーバーチューブとを有し、前記バルーンは、前記オーバーチューブに装着されてい
ることを特徴とする請求項２に記載の医療装置である。　
　そして、本請求項９の発明では、医療器具は内視鏡の挿入部にオーバーチューブを装着
し、オーバーチューブにバルーンを装着するようにしたものである。
【００１９】
　請求項１０の発明は、前記圧力源は、ポンプによって形成され、前記圧力源側管路は、
少なくとも前記ポンプの吐出圧力を前記ボトル側に作用させる送気流路と、前記ポンプの
吸引圧力を前記ボトル側に作用させる吸引流路とを有し、前記制御部は、前記指示手段か
らの指示に応じて、前記送気流路と吸引流路とを切替える切替え手段を有することを特徴
とする請求項６に記載の医療装置である。　
　そして、本請求項１０の発明では、圧力源側管路に少なくとも前記ポンプの吐出圧力を
前記ボトル側に作用させる送気流路と、前記ポンプの吸引圧力を前記ボトル側に作用させ
る吸引流路とを設け、指示手段からの指示に応じて、制御部の切替え手段によって送気流
路と吸引流路とを切替えることにより、送気時と吸引時とで１つのポンプを共用できるよ
うにしてポンプの数を減らすようにしたものである。
【００２０】
　請求項１１の発明は、前記指示手段は、少なくとも前記医療装置本体の前記ケースに固
定された第１のコントローラと、前記医療装置本体に接続されたリモートコントローラで
ある第２のコントローラとを有することを特徴とする請求項７に記載の医療装置である。
　
　そして、本請求項１１の発明では、少なくとも医療装置本体のケースに固定された第１
のコントローラと、医療装置本体に接続されたリモートコントローラである第２のコント
ローラとを有する２つの指示手段によってそれぞれ医療器具の開口端からの吸引動作を指
示できるようにしたものである。
【００２１】
　請求項１２の発明は、前記指示手段は、前記医療装置本体に接続されたフットスイッチ
である第３のコントローラを有することを特徴とする請求項１１に記載の医療装置である
。　
　そして、本請求項１２の発明では、医療装置本体に接続されたフットスイッチである第
３のコントローラの指示手段でも医療器具の開口端からの吸引動作を指示できるようにし
たものである。
【００２２】
　請求項１３の発明は、前記圧力源側管路は、前記管路内の圧力が予め設定された設定圧
力よりも小さい状態で、バルブが閉じた状態で保持され、前記設定圧力よりも大きくなる
とバルブが開くリリーフバルブを有し、前記リリーフバルブは、前記圧力源側管路内にお
ける最も前記ボトル側に近い位置に配置されていることを特徴とする請求項６に記載の医
療装置である。　
　そして、本請求項１３の発明では、圧力源側管路に管路内の圧力が予め設定された設定
圧力よりも小さい状態で、バルブが閉じた状態で保持され、前記設定圧力よりも大きくな
るとバルブが開く機械的なリリーフバルブを設けることにより、電子的な制御を受けず、
管路内の圧力状態の変化だけでバルブが開くようにするとともに、圧力源側管路内におけ
る最も前記ボトル側に近い位置にリリーフバルブを配置することにより、安全性の向上を
図るようにしたものである。
【発明の効果】
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【００２３】
　本発明によれば、体液が吸引管路内に逆流した場合であっても適切に液体を回収できる
うえ、製造コストの上昇を抑えることができる医療装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の第１の実施の形態を図１乃至図２６を参照して説明する。図１は本実施
の形態の医療装置であるバルーン制御装置１が組み込まれた内視鏡システム全体の概略構
成を示す。
【００２５】
　図１及び図２中で、参照符号２は内視鏡、３は内視鏡２の挿入を補助する挿入具として
のオーバーチューブである。内視鏡２は、体腔内に挿入される細長い挿入部４を有する。
この挿入部４は、硬性の先端硬性部５と、湾曲作動される湾曲部６と、長尺で可撓性を有
する可撓管部７とを有する。先端硬性部５と、湾曲部６と、可撓管部７とを先端側から順
に連結することにより挿入部４が形成されている。
【００２６】
　挿入部４の基端部は、操作者に把持操作される操作部８に連結されている。操作部８に
は、湾曲部６を湾曲操作するための湾曲操作ノブ９等が配設されている。操作部８からユ
ニバーサルコード１０が延出されている。ユニバーサルコード１０の延出端部にはコネク
タ部１１が配設されている。コネクタ部１１は光源コネクタ１１ａと、電気コネクタ１１
ｂとを有する。光源コネクタ１１ａは光源装置１２に接続されている。光源装置１２から
の照明光は、光源コネクタ１１ａから内視鏡２の先端部まで延設されている図示しないラ
イトガイドに伝達されて、内視鏡２の先端部から照射される。電気コネクタ１１ｂは電気
ケーブル１３を介してビデオプロセッサ１４に接続されている。内視鏡２の先端部の図示
しない撮像ユニットで得られた画像信号は、内視鏡２の先端部から電気コネクタ１１ｂま
で延設されている信号ケーブル及び電気ケーブル１３を介して、ビデオプロセッサ１４へ
と出力される。ビデオプロセッサ１４は、入力された画像信号を処理して、モニターに観
察画像を表示させる。なお、内視鏡２の操作部８には、ビデオプロセッサ１４を操作する
ための各種スイッチ１６が配設されている。
【００２７】
　オーバーチューブ３は、その本体をなす管状部材２１を有する。この管状部材２１の内
腔に、内視鏡２の挿入部４が基端開口から先端開口へと進退自在に挿通される。管状部材
２１の先端部には、先端キャップ２２が配設されている。
【００２８】
　管状部材２１の基端部には送水口金２３と、送気口金２４とが配設されている。送水口
金２３は、液体移送路としての液体供給路２５を介して管状部材２１の内腔に連通されて
いる。そして、液体移送装置としての図示しないシリンジ等によって、送水口金２３から
液体供給路２５を介して管状部材２１の内腔に潤滑剤を供給することが可能となっている
。
【００２９】
　管状部材２１の先端部には、バルーン２６が外装されている。管状部材２１の周壁部に
は送気口金２４とバルーン２６との間を連結する気体移送路としての気体給排路２７が配
設されている。送気口金２４から気体給排路２７を介して空気を給排することで、バルー
ン２６を膨張、収縮させることが可能となっている。
【００３０】
　送気口金２４には、気体用チューブとしての給排チューブ（流体給排用の管路）２８を
介してバルーン制御装置１が接続されている。このバルーン制御装置１は、給排チューブ
２８へと気体を給排するポンプ３１（圧力源）を含む流体回路３３（図１１に示す）と、
ポンプ３１が発生する圧力差に基づき給排チューブ２８を通して開口端からの吸引動作を
制御する制御部３２とを有する。
【００３１】
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　制御部３２は、バルーン制御装置１内に組み込まれたバルーン制御用の流体回路３３と
、この流体回路３３内に組み込まれた各構成機器の制御を行う基板３４（図１２に示す）
とを有する。
【００３２】
　図１１は、バルーン制御装置１内に組み込まれたバルーン２６の制御用の流体回路３３
を示す。流体回路３３は、１つの前記ポンプ３１と、５つ（第１～第５）ピンチバルブＶ
１～Ｖ５と、１つのリリーフバルブＶ６と、１つの圧力センサ３５とを有する。
【００３３】
　第１～第５ピンチバルブＶ１～Ｖ５は、いずれも同一構造になっている。図１３（Ａ）
，（Ｂ）は、１つのピンチバルブＶ１の概略構成を示す。このピンチバルブＶ１は、１つ
の固定フレーム３６と、２つ（第１、第２）のチューブ３７，３８と、チューブ開閉部材
３９とを有する。固定フレーム３６には、図１３（Ａ），（Ｂ）中で、上部に平板状のチ
ューブ押し当て部材４０が水平方向に延設されている。チューブ押し当て部材４０の上側
には第１のチューブ３７、チューブ押し当て部材４０の下側には第２のチューブ３８がそ
れぞれ配設されている。
【００３４】
　チューブ開閉部材３９は、上側押し付け部材４１と、下側押し付け部材４２と、連結部
材４３と、鉄芯４４とを有する。上側押し付け部材４１は、第１のチューブ３７の上側に
配置され、下側押し付け部材４２は、第２のチューブ３８の下側に配置されている。連結
部材４３は、ほぼ鉛直方向に延設されている。この連結部材４３の上端部には上側押し付
け部材４１の一端部が固定されている。連結部材４３の下端部には下側押し付け部材４２
の一端部が固定されている。
【００３５】
　固定フレーム３６のチューブ押し当て部材４０には、連結部材４３を上下方向に移動可
能に挿通する穴部４０ａが形成されている。そして、上側押し付け部材４１とチューブ押
し当て部材４０との間には第１のチューブ３７が挿脱可能に挿入され、下側押し付け部材
４２とチューブ押し当て部材４０との間には第２のチューブ３８が挿脱可能に挿入されて
いる。
【００３６】
　下側押し付け部材４２の下面中央には、鉄芯４４が下向きに突設されている。固定フレ
ーム３６の下部には、円筒状のソレノイド（電磁石）４５が配設されている。このソレノ
イド４５の内部には鉄芯４４が上下方向に移動可能に挿入されている。
【００３７】
　ソレノイド４５の上側にはバネ受け部材４６が配設されている。このバネ受け部材４６
と下側押し付け部材４２との間にはコイルばねなどのバネ部材４７が組み込まれている。
バネ部材４７は、チューブ開閉部材３９を上方向に押圧する状態に付勢する。
【００３８】
　上側押し付け部材４１と下側押し付け部材４２との間の間隔は、図１３（Ａ）または図
１３（Ｂ）に示すように第１、第２のチューブ３７，３８のうちの一方が開状態、他方が
閉状態で保持される大きさに設定されている。そして、ソレノイド４５に通電していない
状態（電源ＯＦＦ時）では、バネ部材４７のばね力により、図１３（Ａ）に示すようにチ
ューブ開閉部材３９は、上側移動位置に押し上げた状態で保持される。このとき、第１の
チューブ３７は開放状態、第２のチューブ３８は遮断（閉）状態で保持される。また、ソ
レノイド４５に通電した状態では、バネ部材４７のばね力に抗して、チューブ開閉部材３
９は、図１３（Ｂ）に示すように下側移動位置に引き下げられた状態に切替えられる。こ
のとき、第１のチューブ３７は遮断（閉）状態、第２のチューブ３８は開放状態に切替え
られる。本実施の形態の第１～第５ピンチバルブＶ１～Ｖ５は、電源ＯＦＦ時に閉状態で
保持される第２のチューブ３８のチャンネルは、使用せず、第２のチューブ３８としてダ
ミーチューブが装着されている。
【００３９】
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　図１１に示すように流体回路３３は、吸気管路３３ａと、送気管路３３ｂと、送排気管
路３３ｃとを有する。ポンプ３１は、吸気ポート３１ａと、吐出ポート３１ｂとを有する
。吸気管路３３ａの基端部はポンプ３１の吸気ポート３１ａに連結されている。送気管路
３３ｂの基端部はポンプ３１の吐出ポート３１ｂに連結されている。吸気管路３３ａの先
端部は、送気管路３３ｂの先端部とともに送排気管路３３ｃの基端部に連結されている。
送排気管路３３ｃの先端部には、給排チューブ２８の基端部が連結されている。
【００４０】
　吸気管路３３ａには、第２ピンチバルブＶ２が介設されている。送気管路３３ｂには、
第３ピンチバルブＶ３が介設されている。さらに、吸気管路３３ａには、第２ピンチバル
ブＶ２とポンプ３１の吸気ポート３１ａとの間に外気導入用の分岐管路３３ｄの一端が連
結されている。この分岐管路３３ｄには第１ピンチバルブＶ１が介設されている。
【００４１】
　送気管路３３ｂには、第３ピンチバルブＶ３とポンプ３１の吐出ポート３１ｂとの間に
外部排出用の分岐管路３３ｅの一端が連結されている。この分岐管路３３ｅには第４ピン
チバルブＶ４が介設されている。
【００４２】
　送排気管路３３ｃには、圧力センサ３５が連結されているとともに、２つの分岐管路３
３ｆ、３３ｇの各一端が連結されている。一方の分岐管路３３ｆには、第５ピンチバルブ
Ｖ５が介設されている。他方の分岐管路３３ｇには、リリーフバルブＶ６が介設されてい
る。
【００４３】
　図１５（Ａ），（Ｂ）は、リリーフバルブＶ６の概略構成を示す。このリリーフバルブ
Ｖ６は、バルブケース４８と、弁支持部材４９と、弁体５０と、コイルばね５１とを有す
る。バルブケース４８は、内部が弁座を兼ねる仕切り壁５２によって２室（第１室５３と
第２室５４と）に仕切られている。第１室５３は、バルーン制御装置１内の流体回路３３
の分岐管路３３ｇに接続されている。第２室５４内には、弁支持部材４９と、弁体５０と
、コイルばね５１とが収容されている。ここで、仕切り壁５２には、中央部位に開口部５
６が形成されている。弁体５０は、仕切り壁５２の開口部５６を開閉可能に閉塞する状態
で配設されている。
【００４４】
　弁支持部材４９は、バネ受け部５７と、雄ねじ部５８とを有する。雄ねじ部５８は、バ
ネ受け部５７の中央部位に弁体５０とは反対側に向けて突設されている。この雄ねじ部５
８は、バルブケース４８に形成されたねじ穴４８ａに螺挿されている。コイルばね５１は
、弁支持部材４９と弁体５０との間に介装されている。そして、常時はコイルばね５１の
バネ力によって弁体５０が仕切り壁５２の開口部５６を閉塞する方向に押圧された状態で
保持されている。本実施の形態のリリーフバルブＶ６では、弁体５０が開操作される開放
圧力は適宜の設定圧力、例えば１０．８ｋＰａに設定されている。
【００４５】
　バルブケース４８には、第２室５４側の周壁面に、弁体５０によって開閉されるリーク
孔５９が形成されている。そして、流体回路３３の分岐管路３３ｇの圧力が設定圧力に達
するまではリリーフバルブＶ６は図１５（Ａ）に示すように弁体５０が仕切り壁５２の開
口部５６を閉塞する閉塞状態で保持されている。ここで、流体回路３３の分岐管路３３ｇ
の圧力が設定圧力に達すると、リリーフバルブＶ６は図１５（Ｂ）に示すように弁体５０
が仕切り壁５２から離れる方向に押圧され、開口部５６が開放される。このとき、図１５
（Ｂ）中に点線矢印で示すように分岐管路３３ｇからバルブケース４８の第１室５３に流
入した空気は、開口部５６からリーク孔５９を経て外部にリークされるようになっている
。
【００４６】
　図１２は、流体回路３３内に組み込まれた各構成機器の制御基板３４を示す。この制御
基板３４は、ＣＰＵ６０と、ドライバ回路６１と、電流検知回路６２と、レギュレータ６



(10) JP 2008-200127 A 2008.9.4

10

20

30

40

50

３と、ブザー６４などを有する。第１～第５ピンチバルブＶ１～Ｖ５は、ドライバ回路６
１を介してＣＰＵ６０に接続されている。ポンプ３１は、電流検知回路６２とドライバ回
路６１を介してＣＰＵ６０に接続されている。レギュレータ６３と、ブザー６４とはＣＰ
Ｕ６０に接続されている。後述する電源スイッチ６５と、電源スイッチ６５のオン動作時
に点灯する表示用ＬＥＤ６６は、レギュレータ６３を介してＣＰＵ６０に接続されている
。さらに、制御基板３４には、第１のコントローラである操作パネル（指示手段）６７と
、第２のコントローラであるリモートコントローラ（指示手段）６８とが接続されている
。
【００４７】
　操作パネル６７は、バルーン制御装置１のボックス状の外装ケース６９の前面パネル６
９ａに固定されている。リモートコントローラ６８は接続コードを介してバルーン制御装
置１に接続されている。
【００４８】
　操作パネル６７は、膨張（ＩＮＦＬＡＴＥ）／収縮（ＤＥＦＬＡＴＥ）スイッチ７０と
、一時停止（ＰＡＵＳＥ）スイッチ７１と、警告表示ランプ７２と、膨張表示ランプ７３
と、収縮表示ランプ７４と、一時停止表示ランプ７６と、圧力表示パネル７５とを有する
。リモートコントローラ６８は、膨張／収縮スイッチ８０と、一時停止スイッチ８１と、
警告表示ランプ８２と、膨張表示ランプ８３と、収縮表示ランプ８４とを有する。
【００４９】
　本実施の形態のバルーン制御装置１は、電源スイッチ６５の操作と、操作パネル６７の
膨張／収縮スイッチ７０および一時停止スイッチ７１の操作、またはリモートコントロー
ラ６８の膨張／収縮スイッチ８０および一時停止スイッチ８１の操作に基いて制御される
。
【００５０】
　そして、電源スイッチ６５の操作時や、操作パネル６７の膨張／収縮スイッチ７０また
は、リモートコントローラ６８の膨張／収縮スイッチ８０の操作時には、流体回路３３内
に組み込まれた各構成機器は次の表１に示す通りに動作する。
【００５１】

【表１】

【００５２】
　これにより、バルーン２６への送気時には、図１６中に点線で示す送気時の流路Ａが構
成される。この流路Ａは、ポンプ３１の吸気ポート３１ａの吸引作用によって第１ピンチ
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バルブＶ１から外気導入用の分岐管路３３ｄを経て外気が吸引される。同時に、ポンプ３
１の吐出ポート３１ｂから吐出される空気は、送気管路３３ｂから第３ピンチバルブＶ３
を経て送排気管路３３ｃに送気される。このとき、送排気管路３３ｃ内の圧力が圧力セン
サ３５によって検出されている。
【００５３】
　バルーン２６からの吸引時には、図１７中に点線で示す吸引時の流路Ｂが構成される。
この流路Ｂは、ポンプ３１の吸気ポート３１ａの吸引作用によって吸気管路３３ａの第２
ピンチバルブＶ２を経て送排気管路３３ｃに吸引圧力が作用する。同時に、ポンプ３１の
吐出ポート３１ｂから吐出される空気は、送気管路３３ｂから外部排出用の分岐管路３３
ｅ側に流出し、第４ピンチバルブＶ４を経て外部に排出される。このとき、送排気管路３
３ｃ内の圧力が圧力センサ３５によって検出されている。
【００５４】
　管路保持時には、図１８に示す流路Ｃが構成される。このとき、送排気管路３３ｃ内の
圧力が圧力センサ３５によって検出されている。外部開放（電源オフ）時には、図１９に
示す流路Ｄが構成される。
【００５５】
　また、圧力センサ３５の故障による管圧異常時には図２０に示す流路Ｅが構成される。
バルブ故障による管圧異常時には図２１に示す流路Ｆが構成される。流路Ｅ、Ｆでは、い
ずれもリリーフバルブＶ６が作動する。
【００５６】
　図５は、本実施の形態のバルーン制御装置１の外観を示す。バルーン制御装置１の本体
は、ボックス状の外装ケース６９を有する。ケース６９の前面パネル６９ａには、前記電
源スイッチ６５と、凹陥状のボトル収容凹部８５と、操作パネル６７の装着部８６と、圧
力源側の送排気管路３３ｃの引き出し部である送排気口部８７と、チューブホルダ８８と
を有する。
【００５７】
　さらに、バルーン制御装置１は、バルーン２６が破れ、体液が給排チューブ２８内に逆
流した場合にこの体液などの液体を回収する液体回収用のボトル（貯留手段）８９を有す
る。ボトル８９は、給排チューブ２８に連通されるとともに、液体を貯留する予め設定さ
れた所定の容量を有する。ボトル８９の容量は、接続される給排チューブ２８との組み合
わせで、例えば、一定時間（タイムアウトまでの時間＝２０秒）に吸引される液量の最大
容量により決定される。そして、制御部３２の制御に基づく吸引動作に伴い給排チューブ
２８内を移動する液体を回収するようになっている。
【００５８】
　ボトル８９は、図８に示すように有底円筒状のボトル本体９０を有する。ボトル本体９
０は、例えば、透明な樹脂材料によって形成されている。ボトル本体９０の上面は開口さ
れている。ボトル本体９０の上面開口部の外周縁部には外向きに屈曲されたリング状のフ
ランジ部９０ａが形成されている。ボトル本体９０の外周面には第１の接続口金９１が突
設されている。この第１の接続口金９１は、ボトル本体９０の上下方向のほぼ中央位置に
配置されている。ボトル本体９０の底面には、ほぼ半球状の半球状曲面９０ｂが形成され
ている。
【００５９】
　ボトル本体９０の上面開口部は、円板状の蓋９２によって閉塞されている。蓋９２のほ
ぼ中央部位には第２の接続口金９３が突設されている。第２の接続口金９３の上端部９３
ａは蓋９２の上向きに突出されている。第２の接続口金９３の下端部９３ｂは、ボトル本
体９０の内部に突設されている。第２の接続口金９３の下端部９３ｂの突出端部は、第１
の接続口金９１の下端部よりも下側に延出されている。
【００６０】
　ボトル８９は、液体回収時に液体を貯留する所定の容量に達した時点（満水時）の液面
Ｌ１が図８中で、点線で示すように第２の接続口金９３の下端部９３ｂの突出端部の下側
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位置になるように予め設定されている。すなわち、図８中で、点線で示す第２の接続口金
９３の下端部９３ｂの突出端部の下側位置がボトル８９が貯留できる最大の液面Ｌ１の位
置に設定されている。
【００６１】
　さらに、本実施の形態のボトル８９は、図９に示すように横に倒された場合でも液体回
収時に液体を貯留する所定の容量に達した時点（満水時）の液面Ｌ２が図９中で、点線で
示すように第２の接続口金９３の下端部９３ｂの突出端部の下側位置になるように予め設
定されている。これにより、ボトル８９が横に倒された場合でもボトル８９内に回収され
る液体が漏れないようになっている。また、ボトル８９が上下が逆になる状態に倒された
場合でもボトル８９内に回収される液体が漏れないようになっている。
【００６２】
　ボトル８９は、バルーン制御装置１の前面パネル６９ａのボトル収容凹部８５に収容さ
れている。ケース６９のボトル収容凹部８５には図５に示すように上下一対のＣ字状のボ
トルホルダ（ボトル保持部）９４ａ，９４ｂが配設されている。Ｃ字状ボトルホルダ９４
ａ，９４ｂの内径は、ボトル８９の外径とほぼ同径に形成されている。Ｃ字状ボトルホル
ダ９４ａ，９４ｂには、ボトル８９が挿入される。ここで、上側のＣ字状ボトルホルダ９
４ａの上端部にボトル本体９０のフランジ部９０ａが当接される状態で、ボトル８９が上
下一対のＣ字状のボトルホルダ９４ａ，９４ｂに着脱可能に装着される。これにより、Ｃ
字状ボトルホルダ９４ａ，９４ｂへのボトル８９の装着時には、ボトル本体９０の中心線
が鉛直方向に立設される状態で、上下のＣ字状ボトルホルダ９４ａ，９４ｂによってボト
ル８９が中心線の軸回り方向に回動可能に保持されている。
【００６３】
　給排チューブ２８は、バルーン２６側に接続された医療器具側管路２８ａと、バルーン
制御装置１の内部の送排気管路３３ｃに接続された圧力源側管路２８ｂとを有する。医療
器具側管路２８ａの先端部は、オーバーチューブ３の送気口金２４に連結されている。医
療器具側管路２８ａの基端部は、ボトル８９の第１の接続口金９１に連結されている。圧
力源側管路２８ｂの先端部は、ボトル８９の第２の接続口金９３の上端部９３ａに連結さ
れている。圧力源側管路２８ｂの基端部は、バルーン制御装置１の送排気口部８７に連結
されている。そして、ボトル８９の第２の接続口金９３と、バルーン制御装置１の送排気
口部８７との間の圧力源側管路２８ｂは、チューブホルダ８８に保持されている。
【００６４】
　また、本実施の形態ではボトル８９内への液体の回収量を所定の容量内に収めるために
、ボトル８９内への液体の吸引動作を解除する解除手段が設けられている。この解除手段
は、予め設定された所定時間（例えば２０秒）経過後に、ポンプ３１を停止する手段と、
バルーン制御装置１の内部の送排気管路３３ｃを遮断する手段（第５ピンチバルブＶ５）
と、バルーン制御装置１の内部の送排気管路３３ｃの外部へリークする手段（リリーフバ
ルブＶ６）のうち少なくともいずれか１つを有する。
【００６５】
　次に、上記構成の作用について説明する。本実施の形態の医療装置であるバルーン制御
装置１は、図１の内視鏡システムと組み合わせて使用される。図２２は、バルーン制御装
置１のメインの動作を説明するためのフローチャートである。電源スイッチ６５がオン操
作されると、まず最初のステップＳ１で、一時停止スイッチ７１と膨張／収縮スイッチ７
０とが同時に押されたスイッチ同時押状態かどうかが判断される。ここで、スイッチ同時
押状態と判断された場合には検査モード（図２５参照）に進む（ステップＳ２）。ステッ
プＳ１で、スイッチ同時押状態と判断されない場合には、次のステップＳ３に進み、膨張
表示ランプ７３が点灯される。続いて、次のステップＳ４で、膨張／収縮ＬＥＤ点灯、ス
テップＳ５で、圧力センサ３５の自動オフセットが行われる。ここでは、温度等によるゼ
口点ずれ自動補正が行われる。続いて、次のステップＳ６で、圧力表示パネル７５への圧
力表示が開始される。その後、ステップＳ７で、膨張／収縮スイッチ７０の入力により、
ステップＳ８で、送気処理、ステップＳ９で、吸気処理が順次、行われる。
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【００６６】
　また、内視鏡２を体腔内へと挿入する際には、予め図２中に矢印で示すようにオーバー
チューブ３に内視鏡２の挿入部４を挿通し、オーバーチューブ３と内視鏡２の挿入部４と
を互いに固定して一体化する。このとき、シリンジ等によって、送水口金２３から液体供
給路２５を介してオーバーチューブ３の管状部材２１の内腔に滅菌水を注入し、オーバー
チューブ３の挿入部４の内面を濡らす。余分な滅菌水は流し出す。
【００６７】
　続いて、内視鏡２の挿入部４をオーバーチューブ３の管状部材２１の基端開口（内視鏡
挿入口）から挿入し、管状部材２１の内腔に挿入部４を挿通する。そして、オーバーチュ
ーブ３の先端から内視鏡２の湾曲部６を突出させ、オーバーチューブ３の先端を内視鏡２
の湾曲部６の手前に位置させる。このときオーバーチューブ３の内視鏡挿入口と内視鏡２
の挿入部４の位置を確認する。この位置がオーバーチューブ３を内視鏡２に沿って挿入で
きる限度の目安になる。
【００６８】
　続いて、給排チューブ２８を介してオーバーチューブ３の送気口金２４と、バルーン制
御装置１の送排気口部８７との間を接続する。その給排チューブ２８に液体回収用のボト
ル８９を介設する。
【００６９】
　この状態で、オーバーチューブ３と内視鏡２とを一体的に体腔内へと挿入していく。オ
ーバーチューブ３及び内視鏡２が体腔の屈曲箇所の手前まで達した時点で、オーバーチュ
ーブ３に対して内視鏡２を後退させる。
【００７０】
　続いて、バルーン制御装置１によって送気口金２４から気体給排路２７を介してバルー
ン２６に気体を供給し、バルーン２６を膨張させて体壁内面に係止させる。この状態でオ
ーバーチューブ３を後退させて、体壁を手繰り寄せる。これにより、屈曲した体腔を直線
状にする。その後、内視鏡２をオーバーチューブ３に対して前進させて体腔の屈曲してい
た箇所を通過させる。
【００７１】
　内視鏡２を体腔の次の屈曲箇所の手前まで前進させた時点で、バルーン制御装置１によ
ってオーバーチューブ３のバルーン２６から気体を排気する。これにより、バルーン２６
を収縮させて体壁内面との係止を解除する。続いて、内視鏡２に沿ってオーバーチューブ
３を屈曲箇所の手前まで前進させ、再びバルーン２６を膨張させて体壁内面に係止させる
。ここで、オーバーチューブ３の挿入された箇所までは、体腔は挿入しやすい形状に保持
される。以下、同様の操作を繰り返して、内視鏡２を複雑に屈曲した体腔の深部へと挿入
していく。必要に応じて、オーバーチューブ３と内視鏡２との固定、固定解除を行う。
【００７２】
　また、バルーン制御装置１の送気処理（バルーン膨張）時には、図２３のフローチャー
トに示す動作が行われる。すなわち、バルーン２６の膨張時には、次の動作が行われる。
【００７３】
１．操作パネル６７の膨張／収縮スイッチ７０、またはリモートコントローラ６８の膨張
／収縮スイッチ８０を押す。これにより、バルーン２６への送気が開始される。バルーン
２６への送気時には、バルーン制御装置１内の流体回路３３に図１６中に点線で示す送気
時の流路Ａが構成される。これにより、バルーン２６への送気が行われる。このバルーン
２６の膨張中は、膨張表示ランプ７３、８３が点滅する。
【００７４】
２．バルーン２６の圧力が送気時の上限設定圧力Ｐ１　（例えば、Ｐ１　＝５ｋＰａ）に
達すると、送気を中止し、バルーン圧を保持する。このとき、膨張表示ランプ７３、８３
が点灯する。
【００７５】
　また、バルーン制御装置１の吸気処理（バルーン収縮）時には、図２４のフローチャー
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トに示す動作が行われる。すなわち、バルーン２６の収縮時には、次の動作が行われる。
【００７６】
１．このバルーン２６の収縮時には、操作パネル６７の膨張／収縮スイッチ７０、または
リモートコントローラ６８の膨張／収縮スイッチ８０をもう一度押す。これにより、バル
ーン２６からの吸気が開始される。このとき、バルーン制御装置１内の流体回路３３に図
１７中に点線で示す吸引時の流路Ｂが構成される。これにより、バルーン２６からの吸気
が行われる。このバルーン２６の収縮中は、収縮表示ランプ７４、８４が点滅する。
【００７７】
２．バルーン２６の圧力が吸気時の下限設定圧力Ｐ３　（例えば、Ｐ３　＝－６ｋＰａ）
以下に達すると、吸気を中止し、バルーン圧を保持する。このとき、収縮表示ランプ７４
、８４が点灯する。
【００７８】
　膨張または収縮の途中で、バルーン２６の状態を保持したいときは、操作パネル６７の
一時停止スイッチ７１、またはリモートコントローラ６８の一時停止スイッチ８１を押す
。この管路保持時には、図１８に示す流路Ｃが構成される。一時停止中は一時停止表示ラ
ンプ７６が点灯する。膨張または収縮を再開する場合は、再度、一時停止スイッチ７１、
または８１を押す。
【００７９】
　また、バルーン２６を膨張中に、膨張／収縮スイッチ７０、８０を押すと、バルーン２
６は収縮する。さらに、バルーン２６を収縮中に、膨張／収縮スイッチ７０、８０を押す
と、バルーン２６は膨張する。
【００８０】
　また、バルーン２６の膨張を開始してから２０秒以上送気が行われた場合には次の動作
が行われる。すなわち、膨張／収縮スイッチ７０、８０を押し、バルーン２６の膨張を開
始してから送気の累積時間が２０秒になったとき、断続的にアラームが鳴り続け、バルー
ン２６の状態を保持する。また、警告表示ランプ７２、８２が点滅する。なお、バルーン
２６の膨張中に一時停止をした場合は、再び膨張を開始した時を始まりとして、時間を計
測しなおす。
【００８１】
　また、バルーン２６の収縮を開始してからバルーン２６の圧力が下限設定圧力Ｐ３　（
例えば、Ｐ３　＝－６ｋＰａ）以下に達しない状態が２０秒以上経過した場合には次の動
作が行われる。すなわち、膨張／収縮スイッチ７０、８０を押し、バルーン２６の収縮を
開始してからバルーン２６の圧力がＰ３　以下に達しない状態が２０秒以上経過したとき
、断続的にアラーム音が鳴り、バルーン２６の状態を保持する。なお、バルーン２６の収
縮中に一時停止をした場合は、再び収縮を開始した時を始まりとして、時間を計測しなお
す。
【００８２】
　また、バルーン制御装置１の動作中に、バルーン制御装置１の内部の送排気管路３３ｃ
の圧力がＰ２　（例えば、Ｐ２　＝８ｋＰａ）以上になると連続したアラームが鳴る。さ
らにその状態が５秒間続いた場合、異常が発生したと判断し、アラーム音は断続に変わり
、バルーン管路を開放する。この外部開放（電源オフ）時には、図１９に示す流路Ｄが構
成される。
【００８３】
　また、バルーン制御装置１の吸引動作中に、バルーン２６が破れ、体液が給排チューブ
２８内に逆流した場合には、液体回収用のボトル８９内に回収される。このとき、解除手
段によって予め設定された所定時間（例えば２０秒）経過後に、ポンプ３１が停止され、
ボトル８９内への液体の吸引動作が解除される。これにより、ボトル８９内への液体の回
収量を所定の容量内に収めるようにしている。
【００８４】
　そこで、上記構成のものにあっては次の効果を奏する。すなわち、本実施の形態では、
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バルーン制御装置１の吸引動作中に、バルーン２６が破れ、体液が給排チューブ２８内に
逆流した場合には、解除手段によって予め設定された所定時間（例えば２０秒）経過後に
、ポンプ３１が停止され、ボトル８９内への液体の吸引動作が解除される。これにより、
ボトル８９内への液体の回収量を所定の容量内に収めるようにしている。そのため、体液
が給排チューブ２８内に逆流した場合であってもボトル８９内から体液が溢れることがな
く、ボトル８９内へ適切に液体を回収できる。さらに、本実施の形態では、吸引ボトルの
近傍に液面センサなどの検知手段を格別に設ける必要がないので、製造コストの上昇を抑
えることができる。
【００８５】
　また、本実施の形態では、Ｃ字状ボトルホルダ９４ａ，９４ｂへのボトル８９の装着時
には、ボトル本体９０の中心線が鉛直方向に立設される状態で、上下のＣ字状ボトルホル
ダ９４ａ，９４ｂによってボトル８９が中心線の軸回り方向に回動可能に保持されている
。これにより、図１０に示すように使用中に、Ｃ字状ボトルホルダ９４ａ，９４ｂに装着
されたボトル８９が中心線の軸回り方向に回動してボトル８９の第１の接続口金９１の向
きを自由に変えることができるので、医療器具側管路２８ａが邪魔にならない効果がある
。
【００８６】
　また、本実施の形態では、バルーン制御装置１の流体回路３３内に少なくともポンプ３
１の吐出圧力をボトル８９側に作用させる送気流路Ａと、ポンプ３１の吸引圧力をボトル
８９側に作用させる吸引流路Ｂとを設けている。そして、操作パネル６７の膨張／収縮ス
イッチ７０、またはリモートコントローラ６８の膨張／収縮スイッチ８０からの指示に応
じて、制御部３２によって送気流路Ａと吸引流路Ｂとを切替えることにより、送気時と吸
引時とで１つのポンプ３１を共用することができる。そのため、バルーン制御装置１の流
体回路３３内に組み込まれるポンプ３１の数を減らすことができ、コスト低下を図ること
ができる。
【００８７】
　さらに、本実施の形態では操作パネル６７の膨張／収縮スイッチ７０、またはリモート
コントローラ６８の膨張／収縮スイッチ８０からの指示に応じてポンプ３１を作動させて
いるので、必要な時のみポンプ３１を作動させることができる。そのため、ポンプ３１の
作動を抑制することができ、消費電力の削減や、静音化を図ることができる。
【００８８】
　さらに、本実施の形態ではピンチバルブの開閉の制御で、送気または吸気時の空気流量
を調節することができる。送気時は、送気管路３３ｂの第３ピンチバルブＶ３または分岐
管路３３ｄ上の第１ピンチバルブＶ１のいずれかまたは両方を用いる。吸気時は、吸気管
路３３ａの第２ピンチバルブＶ２または分岐管路３３ｅ上の第４ピンチバルブＶ４のいず
れかまたは両方を用いる。すなわち、図１４（Ａ）に示すように、それぞれのピンチバル
ブの開時間Ｔｏと、閉時間Ｔｃとの比率を変化させることにより、図１４（Ｂ）に示すよ
うに空気流量を調整することができる。これにより、専用の部品を追加せずに、バルーン
２６への送気時の流量調整を行うことができる。
【００８９】
　さらに、本実施の形態の第１～第５ピンチバルブＶ１～Ｖ５は、電源ＯＦＦ時に閉状態
で保持される第２のチューブ３８としてダミーチューブが装着されている。そのため、装
置を長時間使用しない場合に、電源ＯＦＦ時に、閉状態であるダミーチューブが張り付く
おそれがある。これにより、装置を長時間使用しない場合であっても実際に使用する第１
のチューブ３７の「張り付き」現象を防ぐことができる。
【００９０】
　さらに、本実施の形態では送排気管路３３ｃに連結された分岐管路３３ｆに第５ピンチ
バルブＶ５を介設している。この第５ピンチバルブＶ５は、管路開放専用バルブＣＰＵ（
ソフトウェア）により、管圧が例えば、Ｐ２　（例えば、Ｐ２　＝８ｋＰａ）程度の管圧
異常状態になると、開放されるように設定している。そのため、送排気管路３３ｃの管圧
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異常時にこの第５ピンチバルブＶ５によって送排気管路３３ｃを開放することができるの
で、管圧異常を回避することができ、バルーン制御装置１の安全性の向上を図ることがで
きる。
【００９１】
　さらに、本実施の形態では送排気管路３３ｃに連結された分岐管路３３ｇに電子的な制
御を受けず、管圧の力で開放されるリリーフバルブＶ６を介設している。このリリーフバ
ルブＶ６の開放圧力Ｐ４　（例えば、Ｐ４　＝１０ｋＰａ）に調整されている。そのため
、送排気管路３３ｃの管圧がＰ４　以上に上昇する管圧異常を回避することができるので
、バルーン制御装置１の一層の安全性の向上を図ることができる。
【００９２】
　さらに、第５ピンチバルブＶ５に連通された分岐管路３３ｆ、およびリリーフバルブＶ
６に連通された分岐管路３３ｇは、他の流体回路を構成する管路よりも給排気チューブ２
８に近い箇所に位置している。これにより、前記、他の流体回路で異常が発生した場合で
も、バルーン２６を含む管路の開放がされるようになっている。
【００９３】
　さらに、本実施の形態では操作パネル６７に圧力表示パネル７５に圧力表示機能を設け
るとともに、警告表示ランプ７２によって警告表示機能を設けている。これにより、バル
ーン２６への送気時の過送気を防ぐことができ、安全性の一層の向上を図ることができる
。
【００９４】
　さらに、バルーン制御装置１の操作パネル６７と同じ機能のリモートコントローラ６８
をバルーン制御装置１に接続したので、必要に応じて操作パネル６７とリモートコントロ
ーラ６８とを使い分けることができる。そのため、バルーン制御装置１の操作性を向上さ
せることができる。また、リモートコントローラ６８の故障時もバルーン制御装置１の操
作パネル６７によってバルーン制御装置１を操作することができる。
【００９５】
　なお、本実施の形態では、バルーン制御装置１を操作パネル６７と、リモートコントロ
ーラ６８とによってコントロールする構成を示したが、図１に示すようにバルーン制御装
置１にさらにフットスイッチ１００を接続し、このフットスイッチ１００によってバルー
ン制御装置１をコントロールすることができる構成にしてもよい。さらに、本実施の形態
では、操作パネル６７の膨張／収縮スイッチ７０およびリモートコントローラ６８の膨張
／収縮スイッチ８０の操作時にはポンプ３１が連続駆動される構成を示したが、モード切
替スイッチを追加してこのモード切替スイッチによって操作パネル６７の膨張／収縮スイ
ッチ７０およびリモートコントローラ６８の膨張／収縮スイッチ８０が実際に押されてい
る時間だけポンプ３１を駆動させることができるようにしてもよい。
【００９６】
　また、図２７は本発明の第２の実施の形態を示すものである。本実施の形態は第１の実
施の形態（図１乃至図２６参照）のリモートコントローラ６８の構成を次の通り変更した
ものである。
【００９７】
　すなわち、本実施の形態のリモートコントローラ１０１は、膨張／収縮スイッチ１０２
と、一時停止スイッチ１０３と、膨張表示ランプ１０４と、収縮表示ランプ１０５と、警
告表示ランプ１０６と、圧力表示パネル１０７とを有する。
【００９８】
　そこで、本実施の形態では、リモートコントローラ１０１の圧力表示パネル１０７を目
視することにより、バルーン制御装置１の送排気管路３３ｃの圧力状態を確認することが
できる。そのため、バルーン制御装置１の前面パネル６９ａに固定された操作パネル６７
の圧力表示パネル７５を格別に目視しなくてもバルーン制御装置１の送排気管路３３ｃの
圧力状態を確認することができるので、バルーン制御装置１の使い勝手を高めることがで
きる。
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【００９９】
　また、図２８および図２９（Ａ），（Ｂ）は本発明の第３の実施の形態を示すものであ
る。本実施の形態は第１の実施の形態（図１乃至図２６参照）のボトル収容凹部８５に装
着されるボトルホルダ９４ａ，９４ｂの構成を次の通り変更したものである。
【０１００】
　すなわち、本実施の形態のボトルホルダ１１１は、上部に配置されたリング状の上部ア
ーム１１２と、下部に配置されたほぼ半球状のボトル受部１１３と、鉛直方向に立設され
た平板状の連結アーム１１４とを有する。連結アーム１１４の上端部は上部アーム１１２
の一端部に連結されている。連結アーム１１４の下端部はボトル受部１１３の一端部に連
結されている。ボトル受部１１３には、前端部に切欠部１１３ａが形成されている。これ
により、ボトルホルダ１１１へのボトル８９の装着時には、ボトル本体９０の中心線が鉛
直方向に立設される状態で、上部アーム１１２と、ボトル受部１１３とによってボトル８
９が中心線の軸回り方向に回動可能に保持されている。そのため、使用中に、ボトルホル
ダ１１１に装着されたボトル８９が中心線の軸回り方向に回動してボトル８９の第１の接
続口金９１の向きを自由に変えることができるので、医療器具側管路２８ａが邪魔になら
ない効果がある。
【０１０１】
　また、ボトル８９の第１の接続口金９１は、上部アーム１１２と、ボトル受部１１３と
の間に配置されるようになっている。これにより、ボトル８９が上側に引っ張られた場合
でも上部アーム１１２にボトル８９の第１の接続口金９１が引っ掛かることにより、ボト
ルホルダ１１１からボトル８９が抜けることが防止されている。なお、バルーン制御装置
１として、ポンプを１つ設けたが、バルーンを膨張、収縮するために、１つずつポンプを
設けてもよい。その場合、吸引用のポンプにボトル８９を設けることに加え、送気用のポ
ンプに連結された管路にボトル８９を設けてもよい。
【０１０２】
　なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではない。例えば、上記実施の形態で
は、本発明をバルーン制御装置１に適用した場合を示したが、バルーン２６以外の医療器
具、例えば、内視鏡の吸引管路に接続された吸引装置に適用してもよい。さらに、その他
、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施できることは勿論である。　
　次に、本出願の他の特徴的な技術事項を下記の通り付記する。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　
　（付記項１）　体腔内に挿入される医療器具と、前記医療器具を介して吸引を行うため
に圧力差を発生させる圧力源と、前記圧力源に連通され、前記医療器具に開口端を有する
管路と、指示手段からの指示に応じて、前記圧力源が発生する圧力差に基づき前記管路を
介する吸引を制御する制御部と、前記管路に連通するとともに、前記制御部の制御に基づ
く吸引動作に伴い前記管路内を移動する液体を回収する所定の容量を有する貯留手段と、
液体の回収量を前記所定の容量内に収めるために、連続する吸引を解除する解除手段と、
を具備することを特徴とする医療装置。
【０１０３】
　（付記項２）　前記医療器具には、体腔内に挿入される挿入部および、前記挿入部には
前記圧力差に応じて膨張収縮するバルーンを備え、前記管路は前記圧力源と前記バルーン
を連通することを特徴とする付記項１に記載の医療装置。
【０１０４】
　（付記項３）　前記解除手段は、予め設定された所定時間経過後に、前記圧力源の停止
、前記管路の遮断もしくは、前記管路の外部へのリークを防止することを特徴とする付記
項１に記載の医療装置。
【０１０５】
　（付記項４）　前記貯留手段は流体回収用のボトルであって、前記ボトルは前記管路の
移動に応じて回動可能であることを特徴とする付記項１に記載の医療装置。
【０１０６】
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　（付記項５）　前記所定時間内に回収された液体の液面に対して、所定距離離間した位
置に接続する管路の端面が配置されていることを特徴とする付記項１に記載の医療装置。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
　本発明は、体腔内への内視鏡の挿入を補助するための挿入具などの医療器具に取付けた
バルーンに空気を給排し、バルーンを膨張、収縮させる際に使用される圧力源が内蔵され
た医療装置の分野、この医療装置を製造、使用する技術分野に有効である。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の第１の実施の形態の医療装置であるバルーン制御装置が組み込まれた内
視鏡システム全体を示す概略構成図。
【図２】第１の実施の形態の内視鏡及び挿入具を示す図。
【図３】第１の実施の形態の挿入具内に内視鏡が挿入されて組み付けられた状態を示す側
面図。
【図４】第１の実施の形態のバルーン制御装置と挿入具の医療器具側管路との接続状態を
示す斜視図。
【図５】第１の実施の形態のバルーン制御装置に液体回収用ボトルを装着する前のバルー
ン制御装置の状態を示す斜視図。
【図６】第１の実施の形態のバルーン制御装置に液体回収用ボトルを装着した状態を示す
バルーン制御装置の正面図。
【図７】第１の実施の形態のバルーン制御装置の使用時の状態を示す斜視図。
【図８】第１の実施の形態のバルーン制御装置の液体回収用ボトルの縦断面図。
【図９】第１の実施の形態のバルーン制御装置の液体回収用ボトルを横向きに倒した状態
を示す縦断面図。
【図１０】第１の実施の形態のバルーン制御装置の液体回収用ボトルの回動状態を説明す
るための説明図。
【図１１】第１の実施の形態のバルーン制御装置の圧力源側管路の管路構成を示す全体の
概略構成図。
【図１２】第１の実施の形態のバルーン制御装置の制御部を示す概略構成図。
【図１３】第１の実施の形態のバルーン制御装置の圧力源側管路に組み込まれたピンチバ
ルブの動作状態を示すもので、（Ａ）はソレノイドに通電していない状態を示す縦断面図
、（Ｂ）はソレノイドに通電した状態を示す縦断面図。
【図１４】第１の実施の形態のバルーン制御装置のピンチバルブによる空気流量調整を説
明するもので、（Ａ）はピンチバルブによる管路の開閉状態を示す特性図、（Ｂ）はピン
チバルブによる管路の開閉時間の比率と、空気流量との関係を示す特性図。
【図１５】第１の実施の形態のバルーン制御装置のリリーフバルブの動作状態を示すもの
で、（Ａ）はリリーフバルブが閉じている状態を示す縦断面図、（Ｂ）はリリーフバルブ
が開いた状態を示す縦断面図。
【図１６】第１の実施の形態のバルーン制御装置の送気時の流路構成を示す全体の概略構
成図。
【図１７】第１の実施の形態のバルーン制御装置の吸気時の流路構成を示す全体の概略構
成図。
【図１８】第１の実施の形態のバルーン制御装置の管路保持時の流路構成を示す全体の概
略構成図。
【図１９】第１の実施の形態のバルーン制御装置の電源オフによる外部開放時の流路構成
を示す全体の概略構成図。
【図２０】第１の実施の形態のバルーン制御装置の圧力センサの故障による管圧異常時の
流路構成を示す全体の概略構成図。
【図２１】第１の実施の形態のバルーン制御装置のバルブ故障による管圧異常時の流路構
成を示す全体の概略構成図。
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【図２２】第１の実施の形態のバルーン制御装置のメイン動作の動作状態を説明するため
のフローチャート。
【図２３】第１の実施の形態のバルーン制御装置の送気処理時の動作状態を説明するため
のフローチャート。
【図２４】第１の実施の形態のバルーン制御装置の吸気処理時の動作状態を説明するため
のフローチャート。
【図２５】第１の実施の形態のバルーン制御装置の検査モード時の動作状態を説明するた
めのフローチャート。
【図２６】第１の実施の形態のバルーン制御装置のエラー処理時の動作状態を説明するた
めのフローチャート。
【図２７】本発明の第２の実施の形態のバルーン制御装置のリモートコントローラを示す
正面図。
【図２８】本発明の第３の実施の形態のバルーン制御装置のボトル保持部を示す斜視図。
【図２９】第３の実施の形態のバルーン制御装置のボトル保持部を示すもので、（Ａ）は
ボトル保持部の側面図、（Ｂ）はボトル保持部の平面図。
【符号の説明】
【０１０９】
　　１…バルーン制御装置（医療装置）、２６…バルーン、２８…給排チューブ（流体給
排用の管路）、３１…ポンプ（圧力源）、３２…制御部、８９…ボトル（貯留手段）。

【図１】 【図２】
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